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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
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債券の発行者等または元利金の支払の保証者等の業務または財産の状況の変化などによって
損失が生じるおそれがあります

外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりま

損砂卸

損克

さ貨ぬが邪にあ り でぐ

ょ りま ろておまでは な 【
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外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要

外貨建て債券に関する租税の概要

譲渡の制限

当社が外貨建て債券の取引について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社における外貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。

・ 　当社が自己で直接の相手方となる売買（当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。）

・ 　売買の媒介、取次ぎ又は代理

外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益（それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。）については、法人税に

係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、

割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。

また、国外で発行される外貨建て債券（一部を除く。）の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除

した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

なお、税制が改正された場合等は、上虐ぷ

当 ） に お け る 外 貨 建 て 債 券 の 定の 香こ墢つ25 ）ぬ く場せ腸品くの敵枝くm券ぶ債券のかことがく停

・ 、国外で発行される外貨牽す。）に

譲撞源煽で発貢があｉ損榎により∵、国外で発行される外貨牽て債券のФ損じ当につｓにゐぜ あｎ ď相手榎により∵敐 募 。 榎
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　関東財務 長（金商）第� 攟 臫
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